
個人が設置した浄化槽の被災状況の相談や、被災調査の

受付と業者の手配、復旧工事に関するお問い合わせなど

【内容】①被災調査受付、調査業者の手配

※被災調査も無料です

②復旧工事に係る補助金申請手続きの説明

【時間】午前９時～午後５時半（日曜、祝日除く）

【電話】 ０１２０－３２６－１２１

（フリーダイヤル）

【メール】noto@zenjohren.or.jp
ＱＲコード読み取ると、メールアドレスが自動入力されます。

（無料）被災した個人設置浄化槽における

復旧コールセンター

mailto:noto@zenjohren.or.jp


能登半島地震によって被害を受けた個人設置の浄化槽の修繕にかかる経費を補助します。

◆まずは、コールセンターにお電話ください。

電話 ０１２０－３２６－１２１ （フリーダイヤル）

◆基準額を上限として補助金を交付します（基準額以下の場合、自己負担はありません。）

ただし、以下の条件に当てはまるものは対象外です。

・公共下水道区域及び農業集落排水区域にある浄化槽
※下水道に接続してください。

・単独処理浄化槽
・浄化槽から 1ｍ以内の流入管及び放流管を除く宅内配管
・管理者が浄化槽等の保全に当然に必要な措置又は維持管理を怠っていたことが明らかであるもの
・既存の工事が疎漏であることが明らかであるもの
・この補助金以外に補助又は補償を受けているもの

【基準額】

※1 補助額は最大の金額です。※1,000 円未満切り捨て。

※2 保健所に登録してある浄化槽が対象です。

宝達志水町地域整備課 0767－29－8160

人槽区分
基準額

（補助額上限）

５ 人 槽 ３９０，０００円／基

７ 人 槽 ４７４，０００円／基

1 0 人 槽 ６６０，０００円／基

11 人槽以上 １，００２，０００円／基

個人設置浄化槽修繕に関する補助町助成


